
　令和6年2月末現在、99病院が宣言され、認定取得に向けて勤務環境改善への取組みを開始されています。
　宣言書は、随時受付中です。未宣言の病院は、まずは「いきいき働く医療機関宣言書」をセンターに提出しましょう。

いきいき働く宣言医療機関 （令和6年2月末現在） ※表示はセンターへの宣言書到着順

〜勤務環境改善で人材確保・定着へ。
改善に向けてまずは宣言を！〜
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「いきいき働く医療機関宣言」 受付中！ 

京都医療労務管理相談コーナー
TEL 075-354-8844　FAX 075-354-8834

京都府医療勤務環境改善支援センター
TEL 075-354-8830　FAX 075-354-8834
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場　　所　

月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）９時30分～ 17時30分
COCON烏丸８階（京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地）
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「京都いきいき働く医療機関認定制度」
～より働きやすい働きがいのある職場を目指して～
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いきいき働く認定医療機関 （基本認定：令和6年2月末現在）
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　当センターでは、平成29年1月から「京都いきいき働く医療機関認定制度」を開始しました。
　職員一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりに取組むことを宣言し、勤務環境改善に取組む病院を当センターが認定します。
　本制度により、自院の勤務環境における課題が明確になり、認定取得に向けた取組みを通じて職員のモチベーションを高め、さらには認
定取得により働きがい・働きやすさを広くアピールすることで、人材確保・定着に繋がります。
　令和6年2月21日（水）の京都いきいき働く医療機関認定審査会において、「学研都市病院」が基本認定50項目の達成基準を満たしてい
ると判断し、働きやすい働きがいのある職場である「いきいき働く基本認定医療機関」として新たに認定されました。
　認定までには、病院において当センターによる実施確認が必要となります。実施確認は基本認定申請書の到着順で行いますので、達成
基準を満たした病院は申請書を当センターまでご提出ください。

　2024年4月以降、診療に従事する勤務医に時間外・休日労働の上限規制が適用されます。それに伴い、医療機関が届け出る36協
定届の様式が新しくなります。以下に要点をまとめておりますので、届出をされる際にご参考ください。

医業に従事する勤務医に時間外・休日労働を行わせる場合には、以下の事項について協定した上で、36協定を所轄労働基準監
督署に届け出る必要があります。

2024年4月以降の医療機関の36協定について2024年4月以降の医療機関の36協定について

新しい36協定において協定する必要がある事項

▼ 新しい36協定において協定する必要がある事項

時間外・休日労働をさせることができる場合

対象期間（１年間に限る） １年の起算日 有効期間

対象期間における　□１日　□１か月※　□１年※

について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日
※原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・年360時間）の範囲で協定します。

（副業・兼業先での労働時間も合わせて）時間外・休日労働は、
□１か月：水準問わず100時間未満※　□１年：Ａ水準　960時間以内／連携Ｂ水準、Ｂ水準、Ｃ水準  1,860時間以内
を満たすこと。
※１か月について時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施等する場合は、１か月の時間外・休日労働が100時間以上となっても差し支えない。

時間外・休日労働をさせることができる労働者の範囲

チェックボックスへチェックを入れる必要のある事項

✓ ✓ ✓

✓ ✓
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医療機関を対象とした勤務環境改善に関する研修会等を開催します。
勤務環境改善に関する研修会等の実施

勤務環境改善推進員および社会保険労務士等のアドバイザーを直
接、医療機関へ派遣し、現状の勤務環境の把握、勤務環境改善に関
する相談・支援を行っています。
・ 病院訪問：3病院

医療機関への病院訪問

「京都いきいき働く医療機関認定制度」を推進し、医療機関へ勤務環
境改善マネジメントシステムの導入の促進を図ります。

医療機関の勤務環境に係る実態把握
随時医業経営や労務管理のアドバイザーが医療機関からの勤務環境改善に関する相談、
照会等に対応すると共に、ニーズに応じて医療機関に勤務環境改善推進員、社会保険労
務士等のアドバイザーを派遣し、勤務環境改善のための取組みの支援を行っています。

勤務環境改善に取組む医療機関への個別支援・相談対応等
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さらに、臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・年360時間）を超えて時間外・休日
労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定届（様式第９号の５）を所轄労働基
準監督署に届け出る必要があります。

❶ 時間外・休日労働は必要最小限にとどめてください。
❷ 使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負います。労働時間が長くなるほど過労死との関連
性が強まります。

❸ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください※。
❹ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えることはできません。また、限度時間を超えて労働させる必要がある場合
はできる限り具体的に定めてください。この場合も、時間外労働は限度時間にできる限り近づけるようにしてください。

※特に、連携Ｂ、Ｂ、Ｃ水準の医師については、名簿を作成するなどして、36協定の締結に当たり該当する医師を特定しておく必要があります。

特例水準（連携B・B・C水準）の医師に関する36協定を締結するに当たり、特例水準の医師として協定する医師の範囲
を、時短計画の内容と合わせる必要はありますか

36協定の締結に当たって留意していただきたい事項

副業・兼業時の労働時間の上限（参考）

36協定に関するＱ＆Ａ

▼ 新しい36協定において協定する必要がある事項（特別条項）

限度時間を超えて労働させることができる場合

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率

限度時間を超えて労働させる場合における手続き

連携Ｂ、Ｂ、Ｃ水準の医師について、以下の措置を行うこと
□１年間の時間外・休日労働の合計時間数が960時間を超えることが見込まれる者に対する勤務間インターバルの確保等による
　休息時間の確保

チェックボックスへチェックを入れる必要のある事項

✓

（副業・兼業先での労働時間も合わせて）１か月の時間外・休日労働の合計が100時間以上となる場合の措置※

□１か月の時間外・休日労働の合計が100時間に到達する前に面接指導を実施し、面接指導実施医師の意見を踏まえ、
　労働者の健康確保のために必要な措置を講ずること
□１か月の時間外・休日労働の合計が155時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的措置を行うこと

チェックボックスへチェックを入れる必要のある事項

✓

✓
※１か月の時間外・休日労働の合計が、100時間以上、155時間超となることが見込まれない場合には、36協定に本措置に関する定めをする必要はありません。

自院で臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
□１か月の時間外・休日労働の合計時間数※1　□１年の時間外・休日労働の合計時間数※2

●限度時間を超える場合

✓ ✓
※１ 水準問わず、１か月100時間未満の範囲で定めてください。ただし、36協定に、「１か月の時間外・休日労働の合計が100時間に到達する前に面接指導を実施し、面

接指導実施医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な措置を講ずること」を定めた場合、この限りではありません。
※２ Ａ、連携Ｂ水準  960時間以内／Ｂ、Ｃ水準  1,860時間以内の範囲で定めてください。

Ｑ

医師の労働時間は、「自院で把握した医師の労働時間」と
「医師からの自己申告等で把握した他の医療機関での労働時間」を通算する必要があります。

医師が他の医療機関で副業・兼業を行った場合、労働時間は通算されます。各医師について、各医療機関での労働時間を足し合
わせ、時間外・休日労働時間を、以下の表に記載されている上限の範囲内としてください。

医師が他の医療機関で副業・兼業を行う場合も、その医師の自院における時間外・休日労働時間は、自院の36協定の範囲内と
する必要があります。
副業・兼業先での労働時間を通算して、医師の時間外・休日労働が１か月100時間以上となることが見込まれる場合には、長時
間労働医師への面接指導を実施してください。

自院での適用水準

A水準 A水準 960時間

A水準 特例水準（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準）

特例水準（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準） A水準 1,860時間

特例水準（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準） 特例水準（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準）

副業・兼業先での適用水準 その医師の年の上限時間

特例水準の指定を受けていませんが、今後特例水準の指定を申請するということで、特例水準の医師に関する36協定
をあらかじめ締結しておいても良いですか？Ｑ

特例水準の医療機関の指定を受けていない場合には、特例水準の医師に関する36協定を締結することはできません。A

異動や転職してきた医師に特例水準を適用したい場合は、監督署に届け出ていた36協定を変更して再度提出する必要は
ありますか？Ｑ

36協定に、特例水準の医師に関する業務の種類や労働者数を定めるに当たっては、時短計画の内容と結果的にやむ
を得ず合致しない場合もありえますが、基本的には、これらの内容に合わせて協定することが適切です。A

36協定における労働者の数については、36協定締結後に若干の変動があっても、協定締結当時から状況が変わり、例え
ば、特例水準の医師の人数が大幅に増加または減少したといった特段の事情がない限り、36協定を変更して再度提出す
る必要はありません

A


